
                               

                               

                                  

                                  

                                  

 長井市は、町の花であるアヤメをモチーフに

した市章を中央にデザインしている。 

山形県内のマンホール「長井市」 

 

Ｎｏ．４６７ 

１ 

 

平成２９年

５月１２日号 広  報 

 

 

 
 
▼対 象 者／昭和42年に婚姻された夫婦 

       （戸籍抄本でご確認ください。） 

▼申 請 先／健康福祉課、生涯学習センター、農村環

境改善センター 

▼必要なもの／印鑑・戸籍抄本 

▼〆   切／５月１９日（金） 

▼問い合わせ／舟形町健康福祉課福祉係 

☎（32）2111（内線335） 
※この申請とあわせて、山形新聞・山形放送主催の 
「おしどり金婚さん顕彰」の申込みを受付します。 
申請〆切を過ぎると町祝品と同時に贈呈できなく 
なります。 

 

 

 
 
  

▼日 時／５月 30日（火） 

     午前 11時 30分～正午 

▼場 所／町民グラウンド駐車場 

▼持ち物／二次集合注射の通知ハガキ 

▼費 用／3,200円 

▼その他／新たに犬を登録する場合、注射費用 

     の他に登録料（3,000円）と印鑑を 

持参ください。 

▼問い合わせ／舟形町健康福祉課地域保健係 

       ☎（３２）２１１１（内線 340） 

 

看護師を養成する学校等を卒業後、将来看護師や準看護師として一定期間にわたり最上地域で居住・就業

した場合、修学資金の返還を支援します。 

▼貸与対象／最上地域出身者で、看護師を養成する大学・学校・養成所を卒業後、最上地域で医療機関や

介護・福祉施設等で看護師・准看護師として居住・就業する意思のある方。 

▼募集人数／１名程度  ▼貸 付 額／月額５万円  ▼利子／無利子 

▼貸付期間／在学する大学・学校・養成所の正規の最短修業年限の終期まで。 

▼返還免除／卒業後１０年間のうちに５年間、最上地域に居住し、最上地域の医療機関や介護・福祉施設等

で看護師・准看護師として従事した場合、返還を全額免除。 

※山形県職員に採用された場合は返還免除の対象となりません。 

▼申請手続き／舟形町教育振興修学資金貸付申請書に必要書類を添えて提出。 

※２名の保証人が必要です。（父母等１名、父母等以外の独立生計を営む成年で５５歳以下の方１名） 

▼申込み期間／６月１日（木）～ ３０日（金） 

▼申込み・問い合わせ／舟形町教育委員会教育課学事係 ☎（３２）２３７９ 



                                  

                                  

        

                          

                                  

                                  

対象児童数 全部支給 一部支給 

  １人  42,290円 所得に応じて9,980～42,280円 

  ２人  9,999円 所得に応じて5,000～ 9,980円 

  ３人以上   5,990円 所得に応じて3,000～ 5,980円 

 父母の離婚等により、父または母と生計をともにしていないお子さんを扶養している方に、お子さんが18

歳に達する日以後最初の3月31日まで児童扶養手当を支給します。 

（お子さんが障がいの状態にある場合は、20歳到達まで。） 

次のいずれかにあてはまるお子さんを監護し、

かつ生計を同じくしている方。 

・父と母が婚姻を解消した。 

・父または母が亡くなった。 

・父または母が障がいの状態にある。 

・父または母の生死が明らかでない。 

・父または母が裁判所からのDV保護命令を 

 受けている。 

・母が婚姻によらないで出産した。 

お子さんが次のいずれかに該当する場合、支給さ

れません。 

・日本国内に住所を有しない。 

・児童福祉法に規定する里親に委託されている。 

・父または母と生計を同じくしている。 

・婚姻を解消していても、父または母の配偶者に 

 養育されている。 

・児童福祉施設（母子生活支援施設、保育所及び 

 通園施設等を除く）に入所している。 

２）特別児童扶養手当について 

 
障がいの程度に応じて、次のとおり支給額が決定 

されます。なお、所得が制限限度額を超える場合、 

支給額が全部停止となります。 

 １級…51,450 円  ２級…34,270 円  

 
 20 歳未満で、身体または精神に障がいをお

持ちのお子さんを養育されている方（提出さ

れた診断書を基に、県が障がい審査を行いま

す。） 
 
 お子さんが次のいずれかに該当する場合、 

支給されません。 

・日本国内に住所を有しないとき 

・障がいのために公的年金を受けることが 

 できるとき 

・児童福祉施設などに入所しているとき 

●対象となる方は？ ●どのくらい支給されるの？ 

 児童扶養手当と特別児童扶養手当を受給するには申請が必要です。平成 28 年 1 月より申請者の本人確認

書類（運転免許証等）の提示に加え、個人番号の記載が必要となりましたので、持参ください。 

 ▼申請・問い合わせ／舟形町健康福祉課福祉係 ☎（３２）２１１１ （内線３３４） 

 精神または身体に障がいをお持ちのお子さんを扶養している父母等に、お子さんが 20 歳になるまで特別

児童扶養手当を支給します。 

《重要》平成 28年１月１日より、マイナンバーの利用が始まりました 

扶養親族等の数 本人所得 配偶者・扶養義務者 

０人 4,596,000円 6,287,000円 

１人 4,976,000円 6,536,000円 

２人 5,356,000円 6,749,000円 

 

▼所得制限限度額の目安 

１）児童扶養手当について  
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自 衛 官 等 募 集 
募 集 種 目 募 集 資 格 募 集 人 員 受 付 〆 切 試 験 日 合 格 発 表 
自衛官候補生 

（陸海空：男子） 
18歳以上、27歳未満 

若干名 

６月１６日 ６月２５日 ７月７日 

技術海上幹部 
技術航空幹部 

38歳未満で大卒者 

５月２６日 

６月２６日 

８月４日 
技術海曹 
技術空曹 

20歳以上で国家免許
資格等取得者 

６月２３日 

▼問い合わせ／自衛隊新庄地域事務所 ☎（２２）５０５７ 

 

 
 
 
 

広報ふながた３月号で「中央公民館耐震補強工事」

についてお知らせしましたが、次のとおり変更とな

ります。 

【 工事開始予定時期 】 

５月から → ６月から 

※詳細については問い合わせください。 

▼問い合わせ／教育委員会教育課社会教育係 

☎（３２）２２４６ 

毎年５月 12日は「民生委員・児童委員の日」、

また、この日から１週間は「活動強化週間」と

定められています。舟形町民生委員協議会では、

毎年、活動強化週間にあわせて舟形小・中学校

で「あいさつ運動」を行なっています。 
▼問い合わせ／舟形町健康福祉課福祉係 

☎（３２）２１１１（内線333） 



平成 29 年度保健事業のお知らせ 

保健センターだより            
◆乳幼児健診及び講座◆ 

月日 事業名 対象年齢 受付時間 集合場所 持ち物 

６月 7日（水） 離乳食教室 
平成 28年 10～12月、 
平成 29年１月生 

午前 9時 50分～ 
10時 

保健センター２階 
母子手帳、エプロン、三角巾、おんぶ紐、 
ミルク、オムツ、筆記用具等 

6月13日（火） 
ベビーマッサージ講座 
※要事前申込み 

生後２ヵ月～ 
ハイハイの始まる時期 

午前 9時 50分～ 
10時 

保健センター1階 
バスタオル 2枚、オムツ、着替え、 
防水シーツ、ミルク等水分補給できるもの 

6月14日（水） 

1歳 6カ月児健診 平成 27年 9～11月生 
午後 ０時 40分～ 

０時 50分 
保健センター1階 母子手帳、問診票、歯の健康手帳 

1歳児健診 平成 28年 5月生 
午後 ０時 50分～ 

 1時 

保健センター２階 

母子手帳、歯の健康手帳、フッ素塗布申込書 

歯科健診及び 
フッ素塗布 

平成25年9～11月生、 

平成 27年 12月、 

平成 28年 1～2月生 

午後  1時～ 
1時 30分 

歯の健康手帳、仕上げ磨き用歯ブラシ 

6月23日（金） 乳児健診 
平成 28年 8・9月生、 
平成 29年 2・3月生 

午後 ０時 50分～ 
 1時 

保健センター1階 
母子手帳、問診票（3～４ヵ月健診児のみ）
ミルク、オムツ、着替え等（必要に応じて） 

6月29日（木） 
育児プレスタート講座 
※要事前申込み 

平成 29年 7～9月出産
予定の妊婦さん及び家族 

午前 9時 50分～ 
10時 

保健センター1階 母子手帳、筆記用具、水分補給用の飲み物 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ▼問い合わせ／舟形町健康福祉課地域保健係 ☎（３２）２１１１（内線３４０・３４１） 

 

 

 

 

 

≪人間ドック≫ 
▼期日／６月３０日（金） 

▼場所／最上検診センター 

▼受付／午前６時 50分～７時 30分 

※対象地区の方には 

別途通知します。 

≪糖尿病予防検診≫ 

【今年度の対象は長沢地区の方です】 
▼期日／６月４日（日）午前６時３０分～ 

▼場所／生涯学習センター 

▼対象／満３５歳以上（５月31日現在） 

（糖尿病の薬物治療を受けている方は 

対象外です） 

※詳しくは別途通知します。 

◆健康相談◆ 相談日：６月５日（月）・１９日（月） 
≪定期健康相談≫ 時間：午前 9時～正午 

一般健康相談（血圧測定、健診結果などについて）を行います。 

ご相談の方は、健康福祉課③番窓口へお越しください。 

≪妊婦さんとお母さんの定期健康相談≫ 時間：午前 10時～正午 

 母子健康手帳の交付、育児相談、お子さんの身体計測等による発育・発達

相談、妊婦さんと子育て中のお母さんの心と身体の個別相談を行います。 

ご相談の方は、保健センターへお越しください。保健師と助産師が対応します。 

 

 


